
   米子市企業立地成功報奨金制度実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、米子流通業務団地及び崎津アミューズメント施設用地にお

ける企業立地に関する情報の収集を図り、もって米子流通業務団地及び崎津ア

ミューズメント施設用地における企業立地の促進に資するため、当該情報の提

供を行った者に対し成功報奨金を交付するものとし、当該交付に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 事業用地 米子流通業務団地内又は崎津アミューズメント施設用地内に存

する土地であって、市又は米子市土地開発公社（以下「市等」という。）が

所有するものをいう。 

 ⑵ 立地希望企業 その事業の用に供する施設を設置するため、市等から事業

用地を取得し、又は借り受けようとする企業をいう。 

 ⑶ 成功報奨金 提供を受けた立地希望企業情報（立地希望企業による事業用

地の取得又は借受けに関する情報をいう。以下同じ。）に基づき、市等と立

地希望企業との間において土地譲渡契約又は事業用定期借地権設定契約を締

結した場合に、市が当該立地希望企業情報を提供した者（第９条から第１３

条までにおいて以下「情報提供者」という。）に対し交付する報奨金をいう。 

 （立地希望企業情報を提供することができる者の要件） 

第３条 市に対し立地希望企業情報を提供することができる者は、次の各号のい

ずれかに該当する者とする。 

 ⑴ 宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第３条第１号に規定する

免許を受けて宅地建物取引業を営む者 

 ⑵ 法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第３号に規定する内国法人（

次条において単に「法人」という。） 

 ⑶ 米子市企業立地推進員である者 

 ⑷ 前３号に掲げる者のほか、立地希望企業情報を提供する者として市長が適

当であると認めた者 

第４条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市に対

し立地希望企業情報を提供することができない。 

 ⑴ その営む事業につき、関係する法令等により業務停止、営業停止等の処分

を受けている者 

 ⑵ 立地希望企業（立地希望企業が法人である場合は、その役員を含む。）又



は立地希望企業と雇用関係にある者 

 ⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第５号に規定する指定暴力団等又は同条第６号に規定する暴力団

員 

 ⑷ 前号の暴力団員が役員を務める法人 

 ⑸ 市等の職員である者（米子市企業立地推進員の職にある者を除く。） 

 ⑹ 市税等（米子市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限措置に関

する要綱（平成１８年４月１日施行）第２条に規定する市税等をいう。）の

滞納がある者 

 ⑺ 未成年者 

 ⑻ 破産者で復権を得ない者 

 ⑼ 禁 錮
こ

以上の刑に処された者で、その執行を終え、又は執行を受けること

がなくなってから２年を経過しない者 

 ⑽ 前各号に掲げるもののほか、市長が立地希望企業情報を提供する者として

適当でないと認める者 

 （情報提供の方法） 

第５条 立地希望企業情報を提供しようとする者は、その対象となる立地希望企

業の同意を得た上で、立地希望企業に関する情報提供書（別記様式第１号。以

下「情報提供書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による情報提供書の提出は、米子市経済部崎津・流通団地営業課

へ直接持参する方法により行うものとする。 

 （情報の受付） 

第６条 市長は、情報提供書が提出されたときは、速やかに、次に掲げる事項に

ついて審査を行い、当該情報提供書による立地希望企業情報を受け付けるか否

かを決定するものとする。 

 ⑴ 提供された立地希望企業情報と同一の情報を既に市が保有しているかどう

か。 

 ⑵ 情報提供書が提出された時点で、当該情報提供書に記載された立地希望企

業が、その取得し、又は借り受けようとする米子流通業務団地内又は崎津ア

ミューズメント施設用地内に存する他の土地においてその事業を行っていな

いかどうか、又は当該他の土地を所有しているかどうか。 

２ 市長は、前項の規定により決定した結果について、立地希望企業情報受付結

果通知書（別記様式第２号）により、当該立地希望企業情報を提供した者に通

知するものとする。 

 （情報の有効期間等） 



第７条 市長は、情報提供書の提出があった日から起算して２年を経過したとき、

又は市等と情報提供書に記載された立地希望企業との間において第９条各号の

いずれかに掲げる状況に至る見込みがないと認めるときは、当該情報提供書に

より提供された立地希望企業情報を無効にすることができる。 

２ 市長は、前項の規定により提供された立地希望企業情報を無効としたときは、

立地希望企業情報無効通知書（別記様式第３号）により、その旨を当該立地希

望企業情報を提供した者に対し通知するものとする。 

 （成功報奨金の額） 

第８条 成功報奨金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めると

おりとする。 

 ⑴ 市等と立地希望企業との間で土地譲渡契約を締結したとき。 当該譲渡し

ようとする事業用地の価格に１００分の１を乗じて得た額（１,０００万円

を上限とし、その額に１,０００円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた額とする。） 

 ⑵ 市等と立地希望企業との間で事業用定期借地権契約を締結したとき。 当

該事業用定期借地権契約で定める借地料の１か月分の額（当該借地料を年額

で定めている場合にあっては、当該年額を１２で除して得た額）に相当する

額（１,０００万円を上限とし、その額に１,０００円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額とする。） 

 ⑶ 市等と立地希望企業との間で前２号に掲げる契約を同時に締結したとき。 

   それぞれの契約につき前２号の規定により算出した額を合計して得た額（

１,０００万円を上限とする。） 

 （成功報奨金の交付決定） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、情報提供者に対し、成

功報奨金を交付する。 

 ⑴ 市等と立地希望企業の間において事業用地についての土地譲渡契約を締結

し、当該立地希望企業が当該土地譲渡契約に基づく土地譲渡代金を完納した

上で、当該事業用地の引渡しが完了したとき。 

 ⑵ 市等と立地希望企業の間において事業用地についての事業用定期借地権設

定契約を締結し、当該立地希望企業が当該事業用定期借地権設定契約に基づ

く保証金及び初年度の借地料を納付したとき。 

２ 市長は、前項の規定による成功報奨金の交付を決定したときは、情報提供者

に対し、企業立地成功報奨金交付決定通知書（別記様式第４号）によりその旨

を通知するものとする。 

 （成功報奨金の支払） 



第１０条 前条第２項の規定による通知を受けた情報提供者は、成功報奨金の支

払を請求するときは、企業立地成功報奨金支払請求書（別記様式第５号）を市

長に提出しなければならない。 

 （成功報奨金の交付決定の取消し） 

第１１条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該情報提供者に対

する第９条第１項の規定による成功報奨金の交付の決定（以下「報奨金交付決

定」という。）を取り消すものとする。 

 ⑴ 情報提供者が成功報奨金の支払を受ける権利を第三者へ譲渡したとき。 

 ⑵ 情報提供者が不正又は不当な行為により立地希望企業情報を入手していた

ことが判明したとき。 

 ⑶ 情報提供者が提出した情報提供書に事実と異なる内容が記載されていたと

き。 

 ⑷ 情報提供者が情報提供書を提出した時点において第４条各号に掲げる者に

該当する者であることが判明したとき。 

２ 市長は、前項の規定により報奨金交付決定を取り消したときは、当該情報提

供者に対し、その旨を通知するものとする。 

 （成功報奨金の返還） 

第１２条 市長は、前条第１項の規定により報奨金交付決定を取り消した場合に

おいて、当該報奨金交付決定を取り消された情報提供者に対し既に成功報奨金

を支払っているときは、当該情報提供者に対し、期限を定めてその返還を命ず

るものとする。 

 （情報提供に関する実費負担） 

第１３条 立地希望企業情報の提供に関し要した交通費、通信費等の実費につい

ては、情報提供者が、これを負担する。 

 （規定外事項） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、成功報奨金の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。 



別記 
様式第１号（第５条関係） 
 

立地希望企業に関する情報提供書 
 年  月  日 

 
米子市長         様 

 
住所又は所在地 
氏名又は名称            ㊞ 
（電話番号              ） 

 
次のとおり、米子市に立地を希望する企業がありますので、米子市企業立地成功報奨金制

度実施要綱（平成２０年１０月１日施行）第５条の規定により情報を提供します。 
なお、私は、米子市企業立地成功報奨金制度実施要綱第４条各号のいずれにも該当しない

ことを誓約します。 
 
１ 立地希望企業の概要 
 ⑴ 企業名 
 ⑵ 所在地 
 ⑶ 代表者名 
 ⑷ 業種（主要事業、製品等） 
 ⑸ 交渉担当者の職及び氏名 
 ⑹ 連絡先 
 
２ 立地を希望する団地等の名称と区画（又は敷地面積） 
 ⑴ 希望する団地等 
 ⑵ 希望する面積 
 ⑶ 立地希望時期 
 ⑷ 事業計画の概要 
 

同 意 書 
 

当社に関する情報は、上記記載のとおり事実と相違ないことを確認し、米子市に提供され

ることに同意します。 
 
                             年  月  日 
                 所 在 地： 
                 企 業 名： 
                 代表者名：               ㊞ 

（担当者名：             ） 



様式第２号（第６条関係） 

 

                               第     号 

                               年  月  日 

 

          様 

 

米子市長            □印  

 

立地希望企業情報受付結果通知書 

 

    年  月  日付けで提供のありました立地希望企業情報につきまして、米子市企

業立地成功報奨金制度実施要綱（平成２０年１０月１日施行）第６条の規定により下記のと

おり決定しましたので、通知します。 

 

記 

 

１ 情報の受理・不受理の別 

 

         受理        不受理 

 

 

２ 受け付けた情報の内容 

  別添「立地希望企業に関する情報提供書」(写)のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）情報の不受理の場合は、その理由を記載します。 

   情報の内容については、「立地希望企業に関する情報提供書」に受付印を押したものの

写しを添付します。 



様式第３号（第７条関係） 

 

                               第     号 

                               年  月  日 

 

          様 

 

米子市長            □印  

立地希望企業情報無効通知書 

 

   年  月  日付けで提供のありました立地希望企業情報につきましては、米子市

企業立地成功報奨金制度実施要綱（平成２０年１０月１日施行）第７条の規定により無効と

なりましたので、通知します。 

 

記 

 

１ 情報提供のあった企業名 

 

２ 情報の受理日 

 

３ 情報提供のあった内容 

 

  別添「立地希望企業に関する情報提供書」(写)のとおり 

 

４ 無効の理由 



様式第４号（第９条関係） 

 

                               第     号 

                               年  月  日 

 

          様 

 

米子市長            □印  

企業立地成功報奨金交付決定通知書 

 

    年  月  日付けで提供のありました立地希望企業情報につきまして、下記のと

おり成功報奨金を交付することに決定しましたので、通知します。 

 

記 

 

１ 立地企業名 

 

２ 企業立地成功報奨金の額 

 

        金          円 

 

 

３ 企業立地成功報奨金の額の算定の確認事項 

 

 ① 契約の種類      売買契約    事業用定期借地契約 

 

 ② 契約日 

 

 ③ 売買契約金額 

  

④ 土地売買代金納入日 

  

⑤ 土地貸付料１か月相当分 

  

⑥ 契約保証金納入日及び 

   初年度借地料納入日 



様式第５号（第１０条関係） 

 年  月  日 
 
米子市長         様 

 
住所又は所在地 
氏名又は名称            ㊞ 
（電話番号              ） 

 

企業立地成功報奨金支払請求書 

 

    年  月  日付け   第  号で交付決定がありました米子市企業立地成功報

奨金について、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求金額   金        円 

 

２ 振込指定口座 

 

フリガナ 

口座名義 
 

金融機関名  

支 店 名  

口座種別  

口座番号  

 


